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議第２号 瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

【制定趣旨】 

職員の休暇の計画的な取得を促進するため、休暇付与時期について、暦年管理方式から年度管理方

式へ変更する。 

【改正内容】 

 年次有給休暇及び組合休暇の付与時期を暦年管理の１月１日から年度管理の４月１日へ変更するた

めの所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和３年４月１日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第11条 （略） 第１条～第11条 （略） 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第12条 年次有給休暇は、一の年度（４月１日か

ら翌年の３月31日までをいう。以下同じ。）ご

とにおける休暇とし、その日数は、一の年度に

おいて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

第12条 年次有給休暇は、一の年ごと      

                      

＿における休暇とし、その日数は、一の年にお

いて 、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

（１） （略） （１） （略）  

（２） 次号に掲げる職員以外の職員であって、

当該年度の中途において新たに職員となるも

の その年度の在職期間を考慮し20日を超え

ない範囲内で市の規則で定める日数 

（２） 次号に掲げる職員以外の職員であって、

当該年 の中途において新たに職員となるも

の その年 の在職期間を考慮し20日を超え

ない範囲内で市の規則で定める日数 

（３） 当該年度の前年度において地方公営企

業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律

第289号。以下この号において「地公労法」と

いう。）の適用を受ける職員、特別職に属す

る地方公務員、瑞浪市以外の地方公共団体の

職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭

和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給

公社若しくは地方道路公社法（昭和45年法律

第82号）に規定する地方道路公社若しくは公

有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法

律第66号）に規定する土地開発公社若しくは

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関す

る法律（昭和26年法律第99号）第１条に規定

する公庫その他その業務が国又は地方公共団

体の事務若しくは事業と密接な関連を有する

法人のうち市の規則で定めるものに使用され

る者（以下この号において「地公労法適用職

員等」という。）であった者であって引き続

き当該年度に新たに職員となったものその他

市の規則で定める職員 地公労法適用職員等

としての在職期間及びその在職期間中におけ

る年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に

次項の市の規則で定める日数を加えた日数を

超えない範囲内で市の規則で定める日数 

（３） 当該年 の前年 において地方公営企

業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律

第289号。以下この号において「地公労法」と

いう。）の適用を受ける職員、特別職に属す

る地方公務員、瑞浪市以外の地方公共団体の

職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭

和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給

公社若しくは地方道路公社法（昭和45年法律

第82号）に規定する地方道路公社若しくは公

有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法

律第66号）に規定する土地開発公社若しくは

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関す

る法律（昭和26年法律第99号）第１条に規定

する公庫その他その業務が国又は地方公共団

体の事務若しくは事業と密接な関連を有する

法人のうち市の規則で定めるものに使用され

る者（以下この号において「地公労法適用職

員等」という。）であった者であって引き続

き当該年 に新たに職員となったものその他

市の規則で定める職員 地公労法適用職員等

としての在職期間及びその在職期間中におけ

る年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に

次項の市の規則で定める日数を加えた日数を

超えない範囲内で市の規則で定める日数 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越さ２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越さ
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れたものを除く。）は、市の規則で定める日数

を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すこ

とができる。 

れたものを除く。）は、市の規則で定める日数

を限度として、当該年 の翌年 に繰り越すこ

とができる。 

３ （略）  

第13条～第14条 （略） 

３ （略） 

第13条～第14条 （略） 

（組合休暇） （組合休暇） 

第15条 組合休暇は、登録された職員団体の規約

に定める執行機関、議決機関（代議員制をとる

場合に限る。）、監査機関、投票管理機関及び

諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事

する場合及び登録された職員団体の加入する上

部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で

当該職員団体の業務と認められるものに従事す

る場合における休暇とし、その日数は、一の年

度において30日を超えない範囲内で市の規則で

定める日数とする。 

第15条 組合休暇は、登録された職員団体の規約

に定める執行機関、議決機関（代議員制をとる

場合に限る。）、監査機関、投票管理機関及び

諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事

する場合及び登録された職員団体の加入する上

部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で

当該職員団体の業務と認められるものに従事す

る場合における休暇とし、その日数は、 一の年 

  において30日を超えない範囲内で市の規則で

定める日数とする。 

２ （略） 

第16条～第19条 （略） 

２ （略） 

第16条～第19条 （略） 

 

-2-



 

議第３号 瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 第８期瑞浪市介護保険事業計画の策定並びに介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）の一

部改正、令和２年度税制改正及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）の一

部改正に伴い、条文の整備を行う。 

【改正内容】 

 介護保険料の基準所得金額を改定し、保険料率算定時に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得の特別控除を適用する規定を追加し、及び新型コロナウイルス感染症の定義を改正するための所

要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和３年４月１日とする。ただし、附則第８条第１項第１号の改正規定の施行

日は、公布の日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。

以下「法」という。）第９条に規定する第１号

被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

第２条 平成30年度から令和２年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（介護保険法（平成９年法律第123号。

以下「法」という。）第９条に規定する第１号

被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じそ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）～（５） （略）  

（６） 次のいずれかに該当する者 73,300円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額（以

下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１

項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第

36条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第22条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。）が120万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

イ （略） 

（１）～（５） （略）  

（６） 次のいずれかに該当する者 73,300円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292

条第１項第13号に規定する合計所得金額（以

下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１

項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項        又は第

36条の規定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第22条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とする。以下

この項において同じ。）が120万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの 

イ （略） 

（７） 次のいずれかに該当する者 79,400円 

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

（７） 次のいずれかに該当する者 79,400円 

ア 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

（８） 次のいずれかに該当する者 91,620円 

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

（８） 次のいずれかに該当する者 91,620円 

ア 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

（９） ～（10） （略） （９） ～（10） （略） 
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２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、18,330円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において、

同号中「45,810円」とあるのは、「30,540円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合におい

て、同号中「45,810円」とあるのは、「42,760

円」と読み替えるものとする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る平成30年度から令和

２年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、18,330円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度から令和２年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において、

同号中「45,810円」とあるのは、「30,540円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和元年度から令和２年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合におい

て、同号中「45,810円」とあるのは、「42,760

円」と読み替えるものとする。 

第３条～第17条 （略） 第３条～第17条 （略） 

   附 則    附 則 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入

の減少が見込まれる場合の保険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入

の減少が見込まれる場合の保険料の減免） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対し、別に市長が定めるところにより、令

和元年度及び令和２年度の保険料（令和２年２

月１日から令和３年３月31日までの間に普通徴

収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別

徴収対象年金給付の支払日）が設定されている

ものに限り、令和２年１月以前分の保険料を除

く。）を減免することができる。 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対し、別に市長が定めるところにより、令

和元年度及び令和２年度の保険料（令和２年２

月１日から令和３年３月31日までの間に普通徴

収の納期限（特別徴収の場合にあっては、特別

徴収対象年金給付の支払日）が設定されている

ものに限り、令和２年１月以前分の保険料を除

く。）を減免することができる。 

 （１） 新型コロナウイルス感染症（病原体が

ベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界

保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

ることが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。次号において同じ。）に

より、その属する世帯の生計を主として維持

する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第

１号被保険者 

（１） 新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成24年法律第31号）附則第１条の２第１

項に規定する新型コロナウイルス感染症（以

下「新型コロナウイルス感染症」という。） 

                      

                   に

より、その属する世帯の生計を主として維持 

する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第 

１号被保険者 

 （２） （略）  （２） （略） 

２～３ （略） ２～３ （略） 
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議第４号 瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第270号）の施行に伴う国民健康保険

法施行令（昭和33年政令第362号）の一部改正、令和２年度税制改正及び新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成24年法律第31号）の一部改正に伴い、条文の整備を行う。 

【改正内容】 

国民健康保険料の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基

準額を引き上げ、世帯内の一定額以上の所得がある給与所得者等の数に応じた金額を当該基準額に加

算し、保険料の所得割額算定時に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を適用す

る規定を追加し、及び新型コロナウイルス感染症の定義を改正するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、公布の日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第12条 （略） 第１条～第12条 （略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（同

法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２

の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第33条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第

34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第

１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35

条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により同法第31条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第35

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税

特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、

第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用

がある場合には、これらの規定の適用により同

法第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額）、地方税法

附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第

15項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第35条の２の６第15項又は第35条の３第

第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（同

法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２

の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第33条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第

34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第

１項、第35条第１項、第35条の２第１項    

       又は第36条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により同法第31条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、地方税法附則第35

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税

特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、

第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用

がある場合には、これらの規定の適用により同

法第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額）、地方税法

附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第

15項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同

法附則第35条の２の６第15項又は第35条の３第
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13項若しくは第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16

条第２項において準用する場合を含む。第20条

第１項第１号において同じ。）に規定する特例

適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第12

条第６項及び第16条第３項において準用する場

合を含む。同号において同じ。）に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号）第３条の２の２

第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条及び第19条第１項において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の２第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に、第15条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。 

13項若しくは第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144

号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16

条第２項において準用する場合を含む。第20条

第１項第１号において同じ。）に規定する特例

適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第12

条第６項及び第16条第３項において準用する場

合を含む。同号において同じ。）に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号）第３条の２の２

第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条及び第19条第１項において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の２第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に、第15条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

第14条～第19条の２ （略） 第14条～第19条の２ （略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第

12条又は第15条の２の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円）とする。 

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第

12条又は第15条の２の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円）とする。 

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

にはその発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者につき算定した地方税法第314条の２

第１項に規定する総所得金額（青色専従者給

与額又は事業専従者控除額については、同法

第313条第３項、第４項又は第５項の規定を適

用せず、所得税法（昭和40年法律第33号）第

57条第１項、第３項又は第４項の規定の例に

よらないものとし、山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額（地方

税法附則第33条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35

条の２の６第11項又は第15項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附

（１） 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

にはその発生した日とする。）現在において

その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者につき算定した地方税法第314条の２

第１項に規定する総所得金額（青色専従者給

与額又は事業専従者控除額については、同法

第313条第３項、第４項又は第５項の規定を適

用せず、所得税法（昭和40年法律第33号）第

57条第１項、第３項又は第４項の規定の例に

よらないものとし、山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額（地方

税法附則第33条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35

条の２の６第11項又は第15項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附
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則第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同

法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条

の３第15項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第35条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又

は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の

４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第８条第２項に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この項に

おいて同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第314条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条第

１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

28条第１項に規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が55万円を超える者に限る。）をいう。

以下この号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中に地方税

法第314条の２第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第35条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第４項に規定

する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が110万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数

（次号及び第３号において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあっては、

則第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同

法附則第35条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条

の３第15項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第35条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又

は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の

４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律第８条第２項に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この項に

おいて同じ。）の算定についても同様とする。

以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第314条の２第２項に掲げる金額 
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地方税法第314条の２第２項第１号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算した額 

                     

                     

                     

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア～イ （略） ア～イ （略） 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に28万５千円に当該年度の

保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２

第２項に掲げる金額             

                     

                       

                       

          に28万５千円に当該年度の

保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア～イ （略） ア～イ （略） 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に52万円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前２号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

２第２項に掲げる金額            

                      

                      

                      

         に52万円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前２号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象と

されるものの数を乗じて得た額とイに掲げる

額とを合算した額 

ア～イ （略） ア～イ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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第20条の２～第30条 （略） 第20条の２～第30条 （略） 

   附 則    附 則 

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略） 

（公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦

課の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦

課の特例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中

に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得（以下「公的年金等所得」という。）

について同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第20条の規定の適

用については、同条第１項第１号中「第314条の

２第１項に規定する総所得金額（」とあるのは

「第314条の２第１項に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係

る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した金額から15万円を控除した金額

によるものとし、」と、「同法第313条第３項」

とあるのは「地方税法第313条第３項」と、「110

万円」とあるのは「125万円」とする。 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中

に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得（以下「公的年金等所得」という。）

について同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第20条の規定の適

用については、同条第１項第１号中「第314条の

２第１項に規定する総所得金額（」とあるのは

「第314条の２第１項に規定する総所得金額（所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係

る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した金額から15万円を控除した金額

によるものとし、」と、「同法第313条第３項」

とあるのは「地方税法第313条第３項」と   

                する。 

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険

者等に係る傷病手当金） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険

者等に係る傷病手当金） 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定す

る給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６

項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）

の支払を受けている被保険者が療養のため労務

に服することができないとき（新型コロナウイ

ルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに

限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に

感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロ

ナウイルス感染症の感染が疑われるときに限

る。）は、その労務に服することができなくな

った日から起算して３日を経過した日から労務

に服することができない期間のうち労務に就く

ことを予定していた日について、傷病手当金を

支給する。 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定す

る給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６

項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）

の支払を受けている被保険者が療養のため労務

に服することができないとき（新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス

感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」と

いう。                   

                    ）に

感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロ

ナウイルス感染症の感染が疑われるときに限

る。）は、その労務に服することができなくな

った日から起算して３日を経過した日から労務

に服することができない期間のうち労務に就く

ことを予定していた日について、傷病手当金を

支給する。 

２～３ （略） ２～３ （略） 

第９条～第11条 （略） 第９条～第11条 （略） 
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議第５号 瑞浪市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年

法律第９号）の施行により、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されたことに伴い

条文の整備を行う。 

【改正内容】 

 保険医療機関等でのオンライン資格確認の運用開始に対応するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、公布の日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（受給者証の提示） （受給者証の提示） 

第７条 前条第１項の規定により受給者証の交付

を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療

に関する給付を受けるときは、社会保険各法の

規定による被保険者、加入者、組合員若しくは

被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被

保険者であることの確認を受けた上、受給者証

を提示するものとする。 

第７条 前条第１項の規定により受給者証の交付

を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療

に関する給付を受けるときは、社会保険各法に

よる被保険者証、加入者証若しくは組合員証又

は高齢者医療確保法による被保険者証又は組合

員証に添えて受給者証            

を提示するものとする。 

第８条～第14条 （略） 第８条～第14条 （略） 
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議第６号 瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

【制定趣旨】 

 廃棄物の適正処理を保持するため、排出者からの排出量に応じた費用負担について見直しを行う。 

【改正内容】 

 処理手数料等の表から浄化槽汚泥の項を削り、並びに取扱区分及び処理手数料又は処理費用中の規

定を変更するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、附則において施行期日の定める日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

〇瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正（第１条） 

 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

  

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

 

 生活系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）  生活系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略） 

 

し 尿

収集・運

搬及び処

分 

18リット

ルごとに
220円

  

し 尿

収集・運

搬及び処

分 

18リット

ルごとに 
220円

 

 

   

  

浄 化

槽 汚

泥 

許可業者

によるし

尿処理施

設持込処

分 

18リット

ルごとに 
５円

 

 

特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

  

特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

 

 事業系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）

  事業系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）

 

 （略）（略）（略） （略） （略）  （略）（略）（略） （略） （略） 

  

〇瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正（第２条） 

 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

  

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

 

 生活系 一 般（略）（略） （略） （略）  生活系 一 般（略）（略） （略） （略） 
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廃 棄

物 
特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

廃 棄

物 
特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

    

  

 事業系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者、

許可業者

の焼却場

持込処分

10キログ

ラムごと

に 

100円

  事業系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者、

許可業者

の焼却場

持込処分

50キログ

ラムごと

に 

440円

 

 

不 燃

ご み

事業者、

許可業者

の埋立処

分場持込

処分 

10キログ

ラムごと

に 

100円

  

不 燃

ご み

事業者、

許可業者

の埋立処

分場持込

処分 

50キログ

ラムごと

に 

280円

 

 産 業

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者の

焼却場持

込処分 

10キログ

ラムごと

に 

110円

  産 業

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者の

焼却場持

込処分 

50キログ

ラムごと

に 

500円

 

 

不 燃

ご み

事業者の

埋立処分

場持込処

分 

10キログ

ラムごと

に 

110円

  

不 燃

ご み

事業者の

埋立処分

場持込処

分 

50キログ

ラムごと

に 

320円

 

  

〇瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正（第３条） 

 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

  

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

 

 生活系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

収集袋に

よ る 収

集・運搬

及び処分

大20枚入

り１袋に

つき 

920円

  生活系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

収集袋に

よ る 収

集・運搬

及び処分

大20枚入

り１袋に

つき 

740円

 

 中20枚入

り１袋に

つき 

720円

  小20枚入

り１袋に

つき 

450円

 

 小20枚入

り１袋に

つき 

520円

  
焼却場持

込処分 

50キログ

ラムごと

に 

250円

 

 
焼却場持

込処分 

10キログ

ラムごと

に 

60円

  

  

 

  

 

 

 

 

 

収集袋に

よ る 収

集・運搬

及び処分

大10枚入

り１袋に

つき 

460円

   

 

 

 

 

 

収集袋に

よ る 収

集・運搬

及び処分

大20枚入

り１袋に

つき 

860円

 

 小10枚入

り１袋に 260円

  小10枚入

り１袋に 258円
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不 燃

ご み

つき  

 

不 燃

ご み

つき 

 シールを

貼り付け

た不燃ご

み１個の

収集・運

搬及び処

分 

５枚入り

１袋につ

き 

460円

  シールを

貼り付け

た不燃ご

み１個の

収集・運

搬及び処

分 

10枚入り

１袋につ

き 

860円

 

 埋立処分

場持込処

分 

10キログ

ラムごと

に 

60円

  埋立処分

場持込処

分 

50キログ

ラムごと

に 

160円

 

 

粗 大

ご み

特別な理

由による

申込の戸

別収集・

運搬 

１回につ

き 
2,000円

  

粗 大

ご み

特別な理

由による

申込の戸

別収集・

運搬 

１回につ

き 
2,000円

 

 （略）（略） （略） （略）  （略）（略） （略） （略） 

 事業系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）

  事業系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）

 

 （略）（略）（略） （略） （略）  （略）（略）（略） （略） （略） 

  

〇瑞浪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正（第４条） 

 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

 

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

  

排出 

形態 

廃棄物 

区分 
取扱区分 

処理手

数料又

は処理

費用 

 

 生活系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略）  生活系 一 般

廃 棄

物 

（略）（略） （略） （略） 

 

特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

  

特 定

家 庭

用 機

器 

指定場所

持込 

家電製品

（エアコ

ン・テレ

ビ・冷蔵

庫・洗濯

機）１台

につき 

2,000円

 

 事業系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者、

許可業者

の焼却場

持込処分

10キログ

ラムごと

に 

110円

  事業系 一 般

廃 棄

物 

可 燃

ご み

事業者、

許可業者

の焼却場

持込処分

10キログ

ラムごと

に 

100円

 

 

不 燃

ご み

事業者、

許可業者

の埋立処

分場持込

処分 

10キログ

ラムごと

に 

110円

  

不 燃

ご み

事業者、

許可業者

の埋立処

分場持込

処分 

10キログ

ラムごと

に 

100円

 

  産 業

廃 棄

可 燃

ご み

事業者の

焼却場持

10キログ

ラムごと 130円

   産 業

廃 棄

可 燃

ご み

事業者の

焼却場持

10キログ

ラムごと 110円
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物 込処分 に 物 込処分 に 

  

不 燃

ご み

事業者の

埋立処分

場持込処

分 

10キログ

ラムごと

に 

130円

   

不 燃

ご み

事業者の

埋立処分

場持込処

分 

10キログ

ラムごと

に 

110円
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議題７号 瑞浪市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

民法（明治29年法律第89号）の一部改正に伴い条文の整備を行う。 

【改正内容】 

敷金の取扱い及び修繕費用の負担義務に係る規定を整備し、並びに不正行為によって入居した者に

対する請求額の算定に利用する利率を法定利率に変更するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、公布の日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第17条 （略） 第１条～第17条 （略） 

（敷金） （敷金） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

２ 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭

の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷

金をその債務の弁済に充てることができる。この

場合において、入居者は市長に対し、敷金をもっ

て賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的と

する債務の不履行の弁済に充てることを請求す

ることができない。 

 

３ 第１項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け

渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基

づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不

履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちか

らこれを控除した額を還付する。 

２ 前項 に規定する敷金は、入居者が住宅を明け

渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃

                     

  又は損害賠償金があるときは、敷金のうちか

らこれを控除した額を還付する。 

４ （略） ３ （略） 

（修繕費用の負担） （修繕費用の負担） 

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費

用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負

担するものとして定めるものを除いて     

                      、

市の負担とする。 

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費

用（畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な

修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上

重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は、

市の負担とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 入居者の責に帰すべき事由によって市営住宅

及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第１

項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に

従い、修繕し、又はその費用を負担しなければな

らない。 

３ 入居者の責に帰すべき事由によって第１項に

掲げる    修繕の必要が生じたときは、同項

 の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に

従い、修繕し、又はその費用を負担しなければな

らない。 

（入居者の費用負担義務） （入居者の費用負担義務） 

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担と

する。 

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担と

する。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 前条第１項において市が負担することと

されているもの以外の市営住宅及び共同施設

の修繕に要する費用 

（４） 前条第１項に規定するもの      

       以外の市営住宅及び共同施設

の修繕に要する費用 

第21条～第39条 （略） 第21条～第39条 （略） 

（市営住宅の明渡請求） （市営住宅の明渡請求） 

第40条 （略） 第40条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 市長は第１項第１号の規定に該当することに

より同項の請求を行ったときは、当該請求を受け

たものに対して、入居した日から請求の日までの

期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそ

れまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定

利率  による支払期後の利息を付した額の金

銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡し

を行う日までの期間については、毎月、近傍同種

の住宅の家賃の２倍に相当する額以下の金銭を

徴収することができる。 

３ 市長は第１項第１号の規定に該当することに

より同項の請求を行ったときは、当該請求を受け

たものに対して、入居した日から請求の日までの

期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそ

れまでに支払を受けた家賃の額との差額に年５

分の割合による支払期後の利息を付した額の金

銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡し

を行う日までの期間については、毎月、近傍同種

の住宅の家賃の２倍に相当する額以下の金銭を

徴収することができる。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第41条～第67条 （略） 第41条～第67条 （略） 
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議第８号 瑞浪市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

【制定趣旨】 

 農業集落排水事業の月吉クリーンセンターに係る処理区域及び日吉南部クリーンセンターに係る処

理区域を公共下水道事業に統合するため、必要な条文の整備を行う。 

【改正内容】 

 農業集落排水事業から月吉クリーンセンターに係る処理区域及び日吉南部クリーンセンターに係る

処理区域を削るための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和３年４月１日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

１ 公共下水道事業 （略） １ 公共下水道事業 （略） 

２ 農業集落排水事業 ２ 農業集落排水事業 

処理区域 
瑞浪市大湫町西及び北の一

部 

処理区域面積 8.1ヘクタール

処理人口 300人

１日最大処理量 81立方メートル
 

（１） 月吉クリーンセンターに係る処理区域 

処理区域 瑞浪市明世町月吉の一部 

処理区域面積 70.0ヘクタール

処理人口 850人

１日最大処理量 250立方メートル
 

 （２） 日吉南部クリーンセンターに係る処理

区域 

 

 

  

処理区域 

瑞浪市日吉町本郷、白倉の

一部、南垣外の一部、宿及

び宿洞の一部 

 

   処理区域面積 172.9ヘクタール 

   処理人口 1,790人 

  １日最大処理量 390立方メートル 

 （３） 大湫クリーンセンターに係る処理区域 

 

 

  
処理区域 

瑞浪市大湫町西及び北の一

部 

 

   処理区域面積 8.1ヘクタール 

   処理人口 300人 

   １日最大処理量 81立方メートル 
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議第９号 瑞浪市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 農業集落排水事業の月吉クリーンセンターに係る処理区域及び日吉南部クリーンセンターに係る処

理区域を公共下水道事業に統合するため、必要な条文の整備を行う。 

【改正内容】 

 加入分担金から月吉及び日吉南部の農業集落排水施設加入工事分担金を削るための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和３年４月１日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

（加入分担金） （加入分担金） 

第10条 施設の供用開始後において、新たに受益

者となる場合にあっては、加入分担金として、

１排水口当たり50万円（本管から公共汚水ます

までの工事費が50万円を超える場合は、超える

第10条 施設の供用開始後において、新たに受益

者となる場合にあっては、加入分担金として、

次の表に掲げる金額を納付しなければならな

い。 

額を加算する。）を納付しなければならない。  名称 処理区域 分担金額 備考  

  月吉農業集

落排水施設

加入工事分

担金 

瑞浪市明世

町月吉の一

部 

１排水口当

たり50万円

本管から公

共汚水ます

までの工事

費が50万円

を超える場

合は、超え

る額を加算

する。 

 

  日吉南部農

業集落排水

施設加入工

事分担金 

瑞浪市日吉

町本郷、白

倉の一部、

南垣外の一

部、宿及び

宿洞の一部

 

  大湫農業集

落排水施設

加入工事分

担金 

瑞浪市大湫

町西及び北

の一部 

 

２ （略） ２ （略） 

第11条～第16条 （略） 第11条～第16条 （略） 
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議第１０号 瑞浪市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

略        歴 

（ふりがな） 

氏     名 

あだち   きみこ 

足 立  きみ子 

生 年 月 日 ※ ※ ※ ※ ※ 

現  住  所 ※ ※ ※ ※ ※ 

職     業 無職 

学     歴  東海女子短期大学 卒業 

経     歴 

 
 昭和５０年 ４月 岐阜県公立学校教員 奉職 
 平成  ３年 ４月 瑞浪市立土岐小学校  教諭 
 平成 ８年 ４月 恵那市立武並小学校  教諭 
 平成１１年 ４月 瑞浪市立瑞浪小学校  教諭 
 平成１８年 ４月 瑞浪市立土岐小学校  教諭 
 平成２２年 ４月 瑞浪市立日吉小学校  教諭 
 平成２７年 ３月 定年退職 
現在に至る 

備     考 

 
 平成２９年 ４月 瑞浪市公平委員会委員（１期目） 
現在に至る 
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議第１１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

略        歴 

（ふりがな） 

氏     名 柴
しば

 田
た

 洋
よう

 子
こ

 

生 年 月 日 ※ ※ ※ ※ ※ 

現  住  所 ※ ※ ※ ※ ※ 

職     業 会社員 

学     歴 岐阜県立明智商業高等学校 卒業 

経     歴 

 

 昭和４９年 ４月 大垣共立銀行 入行 

 昭和５３年 ３月 大垣共立銀行 退職 

昭和５４年 ３月 カネ幸・城窯（現：城窯） 専従 

平成１１年 ４月 瑞浪市赤十字奉仕団 団員 

平成１７年 ４月 瑞浪更生保護女性の会 会員 

 現在に至る 

備     考 

 

平成３０年 ７月 人権擁護委員（１期目） 

現在に至る 
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議第１２号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

略        歴 

（ふりがな） 

氏     名 松
まつ

 原
ばら

 志
し

津
づ

子
こ

 

生 年 月 日 ※ ※ ※ ※ ※ 

現  住  所 ※ ※ ※ ※ ※ 

職     業 無職 

学     歴 名古屋女子大学 家政学部児童学科 卒業 

経     歴 

 

 昭和５４年 ４月 瑞浪市役所 奉職 

 平成２０年 ４月 稲津幼児園 園長 

 平成２２年 ４月 日吉幼児園 園長 

 平成２５年 ４月 瑞浪幼児園 園長 

 平成２９年 ３月 瑞浪市役所 退職 

 平成３０年 ５月 公立幼稚園等新規採用教員研修指導員 

現在に至る 

備     考 

 

平成３０年 ７月 人権擁護委員（１期目） 

現在に至る 
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議第１３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

略        歴 

（ふりがな） 

氏     名 伊
い

 藤
とう

 恭
きょう

 司
じ

 

生 年 月 日 ※ ※ ※ ※ ※ 

現  住  所 ※ ※ ※ ※ ※ 

職     業 瑞浪市会計年度任用職員 

学     歴 神奈川大学経済学部 卒業 

経     歴 

 

 昭和５６年４月 岐阜県公立学校教員 奉職 

 平成２７年４月 瑞浪市立稲津小学校 校長 

 平成３０年３月 岐阜県公立学校教員 退職 

 平成３０年４月 瑞浪市教育委員会社会教育課社会教育指導員 

 現在に至る 

備     考 

 

新任 
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議第１４号 東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約

の変更について 

【制定趣旨】 

 東濃看護専門学校の閉鎖及び准看護学校の学生に対する支援の実施のため、組合で共同処理する事

務の変更及び規約の変更を行う。 

【改正内容】 

 看護師修学資金の貸付に関する事務を追加し、東濃看護専門学校の建設、管理及び運営に関する事

務を廃止するための所要の改正 

【施行日】 

本規約の施行日は、第１条の規定は令和５年４月１日とし、第２条の規定は令和７年４月１日とす

る。 

【新旧対照表】 

新 旧 

○東濃西部広域行政事務組合規約の一部改正

（第１条） 

 

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略） 

 （共同処理する事務）  （共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

 （１）～（８） （略）  （１）～（８） （略） 

 （９） 看護師修学資金の貸付等に関する事務  

第４条～第16条 （略） 第４条～第16条 （略） 

  

〇東濃西部広域行政事務組合規約の一部改正

（第２条） 

 

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略） 

 （共同処理する事務）  （共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。第３条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 

 （１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 

 （３） 看護専門学校の建設、管理及び運営に

関する事務 

 （３） （略）  （４） （略） 

 （４） （略）  （５） （略） 

 （５） （略）  （６） （略） 

 （６） （略）  （７） （略） 

 （７） （略）  （８） （略） 

 （８） （略）  （９） （略） 

第４条～第16条 （略） 第４条～第16条 （略） 
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議第１５号 東濃中部病院事務組合の設置について 

【制定趣旨】 

新たに設置する病院の建設整備、管理及び運営に関する事務を土岐市と共同で処理するため、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第284条第２項の規定に基づき規約を定め、東濃中部病院事務組合を設

置する。 

【制定内容】 

第１条（組合の名称）、第２条（組合を組織する地方公共団体）、第３条（組合の共同処理する事

務）、第４条（組合の事務所の位置）、第５条（議会の組織）、第６条（組合議員の選出方法）、第

７条（組合議員の任期）、第８条（執行機関の組織）、第９条（補助職員）、第10条（監査委員）、

第11条（経費支弁の方法）、附則 

【施行日】 

本規約の施行日は、令和３年６月１日とする。 
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位置図議第１６号 字の区域変更について

県営土地改良事業瑞浪中部地区

鶴城工区の施行区域
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議第１７号 財産の処分について  
 

  位 置 図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地の所在  

 
 

瑞浪市山田町字小洞  

地番  地目   面積（㎡）  区画番号  売却の相手方  

２０１５ 宅地  ４，０７３．５７ Ｍ 
株式会社十味惣  

２０２１ 宅地  １５，６０５．９４ Ｅ 

E 
M 
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位 置 図議第１８号 市道路線の廃止について

起点 終点

①

①１６４３
森前・天徳線 Ｌ＝６００．０ｍ

起点 釜戸町字森前８３１番地先

終点 釜戸町字天徳１１９４番２地先

概要

企業立地用地造成に係る付近市道

を再編するため、路線廃止する。
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位 置 図議第１９号 市道路線の廃止について

起点 終点

①

①１６５４
梅本２号線 Ｌ＝８８．５ｍ

起点 釜戸町字梅本９０７番１地先

終点 釜戸町字梅本９０７番２地先

概要

企業立地用地造成に係る付近市道

を再編するため、路線廃止する。
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位 置 図議第２０号 市道路線の認定について

起点 終点

①

①１６７３
梅本・森前線 Ｌ＝５０８．３ｍ

起点 釜戸町字梅本９０７番１地先

終点 釜戸町字森前８３１番地先

概要

企業立地用地造成に係る付近市道

を再編するため、市道認定する。
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位 置 図議第２１号 市道路線の認定について

起点 終点

①

①１６７４
梅本・天徳線 Ｌ＝１８０．２ｍ

起点 釜戸町字梅本９０７番２地先

終点 釜戸町字天徳１１９４番２地先

概要

企業立地用地造成に係る付近市道

を再編するため、市道認定する。
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議第２２号 工事請負契約の締結について 

 

概       要 

契約の目 的 釜戸小学校校舎改修工事 

契約の方 法 一般競争入札 

契 約 金 額 １９６，３５０，０００円 

工 事 場 所 瑞浪市釜戸町 地内 

工    期 本契約締結の日から令和４年１月２０日まで 

契約の相手方 

瑞浪市南小田町３丁目３０６番地 

板垣建設株式会社 瑞浪支店 

支店長 越 智  剛 

工 事 概 要 

校舎改修工事 

昭和５９年建築 

  構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

延床面積 ３，４９７㎡ 

 

・建築工事 

・電気設備工事 

・機械設備工事 

・その他 外構工事等 

備 考  
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